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情報提供日：令和7年7月8日 

 

元市議に対する報酬等返還訴訟の判決に係る対応について 

 

元市議に対する議員報酬などの返還訴訟について、以前にお知らせしましたとおり、令和

7年6月20日付けで、水戸地方裁判所において、本市の訴えを棄却する判決があり、以下

のとおりの対応とすることといたしましたので、お知らせします。 

 

 

 

【本市の対応】 

 

判決文の内容を精査した結果、法律上の条文を根拠として、司法判断が示されたことなど

を総合的に勘案し、控訴を行わないこととしました。 

 

※控訴期限：令和７年７月８日（火） 
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